様式第２号（第５条関係）

誓約書

　幸手市が実施する幸手市ネーミングライツ事業の申込みにあたり、下記の事項について同意し、誓約します。
　これらが事実と相違することと判明した場合には、当該事実に関して幸手市が行う一切の措置について異議の申立てを行いません。

１　幸手市ネーミングライツ事業の申込みに関して、市長が市税等について納税状況を確認すること。

２　申込みにあたり、幸手市ネーミングライツ事業実施要綱第８条に該当していないこと。

３　ネーミングライツの取得に伴い掲示する広告物等が第三者の著作権、著作者人格権、意匠権、商標権、肖像権その他いかなる権利も侵害するものではなく、かつ、合法的なものであることをそれぞれ保証する。万一広告物について、第三者からの権利の主張、異議、苦情、損害賠償請求等が生じた場合には、弁護士費用も含めて、当方の責任と負担においてこれを処理し、市には一切迷惑、損害を与えないこと。

４　幸手市ネーミングライツ事業については、ネーミングライツパートナーに、当該施設の専属的な利用等、特段の便宜を図るものではないこと。

５　本契約締結後に「誓約書」の内容に違反した場合又は提案書類の記載事項に相違の有った場合は、幸手市の判断で、契約を解除する場合があること。
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